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午前・午後１１時３５分 

東郷町議会副議長 水川 淳 殿 

                東郷町議会議員  会派名 無 所 属 

                議席番号７ 番  氏名 國府田さとみ ㊞ 

一 般 質 問 通 告 書 

東郷町議会会議規則第５９条第２項の規定により、次の事項について質

問（一問一答方式・一括質問方式）したいので通告します。  

記  

                            №２－１   

質問事項  質   問   要   旨  答弁者  

 

 １  新型コロナ

ウ イ ル ス 対 応

下 で の 給 食 に

ついて  

 

 ⑴  休校明け６月３日から開始された給食

について  

  ア  新型コロナウイルス感染対策として

取り組まれた配膳時間を短くする為の

献立の工夫など、実施内容はどのよう

であったか。  

  イ  そうした実施内容に対して特に留意

した点はどんなところか。  

   

 ⑵  にこにこ給食について  

  ア  本年度これまでの実施状況を伺う。  

  イ  今後の取り組みはどのようか。  

 

 ⑶  これまでの休校措置並びに自主休園に  

より生じた変則的な給食提供への食材調  

整（調味料。乾物、レトルト食品など学期  

ごとに契約した食材なども含む）はどのよ  

うな対応を行ったか。  

  

 ⑷  今後の再休校などの影響を見込んだ対  

応はどのようにしていくか。  

 

 ⑸  有機食材並びに地産地消食材の取り組

みについて  

  ア  取り組みの現況はどのようか。  

  イ  今後の取り組みについて伺う。  

  ウ  食育・教育としての観点について伺

う。  

 

 ⑹  7 月・8 月の夏休み短縮期間中の調理場

の環境と衛生管理について伺う。  

 

町長  

教育長  

担当部長  

                     

 



７番氏名  國府田  さとみ  №２－２   

 

質問事項  質   問   要   旨  答弁者  

  

 ⑺  給食を食べる環境について  

ア  配膳や片付け、食事中にとられている

措置、対応はどのようか。  

イ  こうした対応が取られる以前と、休校

明けから現在までの残菜量の変化はど

のようか。  

ウ  「給食時間は児童生徒が友達や担任な

どと和やかに楽しく会食する時間」（文

科省『食に関する指導の手引き』）とさ

れている本来の給食の在り方をどう担

保するのか。  

   エ  食育としての給食の在り方とどう整

合性を持たせていくのか。  

   オ  現在の給食時の対応が及ぼす児童生

徒の心理的影響についてどのように考

えるか。  

カ  ウィズコロナ・アフターコロナとし

ての今後の対応をどう考えるか。  

 

 

 

（注）要旨は、具体的に記載すること。  


